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大津市市税規則の一部を改正する規則を公布する。 

 令和５年６月30日  

大津市長  佐  藤  健  司 

大津市規則第51号 

   大津市市税規則の一部を改正する規則 

 大津市市税規則（昭和35年規則第30号）の一部を次のように改正する。 

 第57条第１項中「あっては、」を「あっては」に、「）に」を、「、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸

省令第67号）第１条第１項第13号の６に規定する特定小型原動機付自転車にあっては様式第89号の３)に」に改

める。 

様式第77号の５の２中「修繕積立金引上証明書」を「管理計画の認定通知書又は変更認定通知書（都道府県等

による証明書）の写し及び修繕積立金引上証明書」に改める。 

様式第83号を次のように改める。 
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様式第83号（第54条関係） 

第  号 

原動機付自転車 
廃車申告受理証明書 

小型特殊自動車 

 

種  別 
 

標識番号 
 

 

納
税
義
務
者 

住  所 

（所在地） 

 

氏  名 

（名 称） 

 

 

車名 
 

型式 
 

車台番号 
 

原動機の型式番号  型式認定番号 
 

総排気量又は 

定格出力 
 年式 

 

長さ  幅  最高速度 
 

 

廃車年月日  備考 
 

異動事由 
 

 

上記のとおり廃車申告を受理したことを証明します。 

 

                              年  月  日 

                                 大津市長          印  
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様式第89号の２の次に次の１様式を加える。 

様式第89号の３（第57条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（備考） 

 １ 標識の地の塗色は、白色とする。 

 ２ 標識の文字の色は、濃紺色とする。 
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様式第91号を次のように改める。 

様式第91号（第58条関係） 

原動機付自転車 
標識交付証明書 

小型特殊自動車 

第  号 

種別  標識番号  

 

使用者 

住所 

（所在地） 

 

氏名 

（名称） 

 

所有者 

住所 

（所在地） 

 

氏名 

（名称） 

 

 

車名  

型式  年式  

車台番号  

原動機の型式番号  型式認定番号  

総排気量又は 

定格出力 
 長さ 幅 最高速度 

登録日  ㎝ ㎝ km/h 

定置場  

 

上記のとおり標識を交付したことを証明します。 

 

                                                           年  月  日 

                                                              大津市長          印  
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の大津市市税規則様式第77号の５の２の規定により調製した申請書は、

この規則の施行後においてもこれを取り繕って使用することができる。 

 


